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排水設備設置猶予申請書兼建築物の使用計画書 

 

福山市上下水道事業管理者 様 
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申請者     住   所 

ふりがな 

名  前              ㊞  

電話番号 

 

私は、次のとおり所有する建築物を取り壊す予定です。 

取壊予定時期までの期間は、排水設備の設置の猶予を希望しますので、申請します。 

なお、取壊時期を過ぎても取り壊さなかった場合は、速やかに公共下水道の接続工事を実施しま

す。 

※猶予基準、猶予期間及び添付書類については裏面をご覧ください。 

※申請者欄の記入について、押印に代えて署名することができます。

(1) 土地又は建築物の所在地 福山市 

(2) 猶予を申請する事情 区分６：建築物が近く除去される予定があること。 

(3) 取壊予定時期  
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区分６の「猶予となる基準」、「猶予期間」、「添付書類」 

 

【猶予となる基準及び猶予期間】 

（猶予となる基準） 

２年以内に建築物を撤去すること。 

 

（猶予期間） 

２年以内 

 

 

【添付書類】 

 


